
経 済 産 業 省

２０２００４０８保局第２号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運

用及び解釈についての一部を改正する規程を次のように制定する。

令和２年４月１０日

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係

政省令の運用及び解釈についての一部を改正する規程

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運

用及び解釈について（２０１９０３０８保局第５号）の一部を別紙の新旧対照表

のとおり改める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。



別紙 

- 1 - 
 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運用及び解釈について（20190308保局第 5号） 新旧対照表 

 

○別添４ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。） 

改  正  後 改  正  前 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について 

廃止・制定 ２０１９０３０８保局第５号  平成３１年 ３月１５日 

２０２００４０８保局第２号  令和 ２年 ４月１０日 

 

 

第４８条（認定液化石油ガス販売事業者の報告義務）関係 

１.  ［略］ 

２.  第３項（第４項において準用する場合を含む。）の報告は、認定対象消費者割合が７０パーセント（５

０パーセント）を下回ったことを把握した際に、遅滞なく行う必要がある。認定対象消費者割合を把握する

機会としては、例えば、検討データの伝達の状況の確認、充てん容器の交換時における第４５条第１号及び

第２号の危機の接続状況の目視確認等がある。 

 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について 

廃止・制定 ２０１９０３０８保局第５号  平成３１年 ３月１５日 

 

 

 

第４８条（認定液化石油ガス販売事業者の報告義務）関係 

１. ［略］ 

２. 第２項（第３項において準用する場合を含む。）の報告は、認定対象消費者割合が７０パーセント（５

０パーセント）を下回ったことを把握した際に、遅滞なく行う必要がある。認定対象消費者割合を把握する

機会としては、例えば、検討データの伝達の状況の確認、充てん容器の交換時における第４５条第１号及び

第２号の危機の接続状況の目視確認等がある。 
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